
４ 社会政策学会誌査読指針 
 
１．査読実施の目的 

社会政策学会誌編集委員会規程の５．に定める査読は、論文に対する評価を客観的に

行い、コメントや修正を通じて研究水準を高める目的で実施されるものである。したが

って、査読専門委員には、査読にあたり誠実かつ教育的な姿勢が求められている。また、

査読は、投稿者と査読専門委員との間で直接的に学術論争を行うためのものではなく、

学会誌に掲載された論文を基に学会員全体での議論が活性化していくことを期する目的

で行われるものである。 

２．複数査読の原則 
  査読は、1 本の対象論文につき、必ず複数の査読専門委員によって匿名で実施されるも

のとする。 
３．審査報告書の構成 

(１)査読の結果を編集委員会に報告するための審査報告書は次の３種類から成る。 
 ①「項目別評価報告書」(以下の４．) 

 事前に設定された共通評価項目についての評価の記載されたもの 
 ②「記述報告書」(以下の５．) 

査読専門委員のコメントの記載されたもの 
 ③「掲載評価報告書」(以下の６．) 

 審査した論文の掲載可否についての評価の記載されたもの 
(２)審査報告書は、査読専門委員名を匿名とした上で、投稿者に開示されることに留意

して作成すること。 
４．項目別評価報告書 

(１)評価項目 
＜内容面＞ 

 ①明確な研究目的 
  論文に研究目的が明確に述べられているか確認する。 
 ②研究目的に適合した研究方法 

研究目的を達成するのに適切な研究方法が用いられているか、またそれ

が明記されているかを確認する。 
 ③先行研究の十分な検討 

投稿された論文のテーマに関して、適切かつ十分な数の先行研究がレビ

ューされているかを確認する。 
 ④論理の一貫性 
  論文を通じて一貫した論理展開になっているか確認する。 
 ⑤結論の妥当性 



論文で検討された内容に則して妥当な結論が導き出されているか、また、

それが明確に示されているかを確認する。 
＜学術面＞ 

 ⑥新しい知見の存在 
先行研究と比較して、「新たな知見」が見出されているか、また、それ

が明記されているかを確認する。ただし、研究ノートについては、仮説

としての萌芽性・独創性に焦点をあてることとする。 
＜形式面＞ 

 ⑦執筆要領との整合性 
         執筆要領で指示された字数制限、形式の表記などが守られているか確

認する。 
⑧表現の明確性・妥当性 

  文章上の表現や用語の用い方は適切か確認する。 
 ⑨表題（タイトル）の適切性 
  論文のタイトルが論文の内容に適切なものか確認する。 
 ⑩研究倫理上の問題・人権等への配慮 

調査対象者・協力者からの合意、プライバシーの侵害、個人情報の保護、

名誉毀損などに関して問題がないか確認する。 
 ⑪引用の適切性・引用文献等の明記 

先行研究について適切な方法で引用・参照が行われているか確認する。 
(２)評価方法 

  上記項目について、Ａ（適切）、Ｂ（修正・明確化の必要あり）、Ｃ（不適切）

のいずれかの評価を行う 
 
５．記述報告書（コメント） 

(１)記述項目 
①総評・掲載評価に関する理由 

  論文全体としての評価すべき点や問題点について述べる。 
 ②修正意見 

問題のある箇所およびそれをどのように修正すべきかを具体的に指摘す

る。 
(２) 評価方法 
上記項目について、記述の方法による。 

 
６．掲載評価報告書 

４段階による評価を行う 



  A ： 学術的に優れており、掲載を可とする。  
B-1： 小幅な手直しが必要であり、指摘した箇所が修正されれば、再査読を経ず

にそのまま掲載可とする。 
 B-2：大幅な手直しが必要であり、再査読を経て改善が確認されれば掲載可とす

る。再査読においてさらに改善のための修正を求めることがある。 
  C ： 掲載不可とする。 
 
７．審査結果と掲載決定 

（１）評価の取り扱い 
（１）評価の取り扱い 

複数の査読専門委員から提出された「掲載評価報告書」の評価は次のように取り

扱うこととする。 
① 複数の評価が一致している場合 

   一致した評価にそって掲載の可否ないし再査読の実施を決定するものとする 
② 評価の相違が、C を含まない 1 段階である場合 

    下位の評価を優先させるものとする。下位の評価が B-2 の場合には、その評

価を付した査読専門委員による再査読を実施するものとする 
③ 評価の相違が、C を含む１段階である場合 

    編集委員会による第三査読を実施し、その評価に基づき掲載不可または再査読

の実施を決定するものとする 
④ 評価の相違が 2 段階以上である場合 

      編集委員会による第三査読を実施し、次項(２)の原則に則り、掲載の可否また

は再査読の実施を決定するものとする 
（２）編集委員会による再査読の結果の取り扱い 
① 編集委員会は、前項(１)の④の規定に基づき第三査読を実施する場合、その「評

価記載報告書」において、査読専門委員の付した評価を下回る評価を付すことは

できない。 
② 前号①の第三査読による評価が、査読専門委員が付した複数の評価の中間の段階

となった場合、３つの評価の中から上位２つの評価の結果に基づき、掲載の可否

または再査読の実施を決定するものとする。この場合の再査読の実施については、

B-2 評価を付した査読専門委員または編集委員が担当するものとする 
 

８．再査読による評価 
(１) 再査読においては、初回査読時に付されたコメントの趣旨と内容にそって改善の

確認を行うものとする。 
(２) 再査読の結果、初回査読時に付されたコメントに対する改善が不十分である場合



には、再査読者がそれを求める場合に限り、再々の修正ならびに査読まで実施す

ることができる 
９．論文修正の期間 

 査読専門委員ないし第三査読の編集委員によって論文修正の評価が行われた場

合、編集委員会は論文修正・再提出までの期限を投稿者に明示しなければならな

い。投稿者は、指定された期限までに、論文の修正を行い再提出しなければなら

ない。 
 
付則 １．本指針は、2007 年５月  日より施行する。 

２．投稿論文の受領から掲載までの手続きは、学会誌編集委員会が別途定める社会

政策学会誌投稿受領から掲載までの流れに従うこととする。 
 
 
 

社会政策学会誌査読報告書 様式 
 
Ⅰ．項目別評価報告書 
＊必ず A か B かいずれかに○をつけてください 

評 価 項 目 評 価 
①明確な研究目的 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

②研究目的に適合した研究方法 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

③先行研究の十分な検討 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

④論理の一貫性 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

⑤結論の妥当性 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

⑥新しい知見の存在 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

⑦表現の明確性・妥当性 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

⑧表題（タイトル）の適切性 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

⑨執筆要綱に適合した表記・図表の体裁 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

⑩研究倫理上の問題・人権等への配慮 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

⑪引用の適切性・引用文献等の明記 A（適切） B（修正・明確化の必要あり） Ｃ（不適切） 

 
 
Ⅱ．記述報告書（コメント） 
  
①総評・掲載評価に関する理由 
②不適切箇所の指摘および修正意見 



Ⅲ．掲載評価報告書 
 いずれかに○ 
   A ： 学術的に優れており、掲載を可とする。  

B-1： 小幅な手直しが必要であり、指摘した箇所が修正されれば、再

査読を経ずにそのまま掲載可とする。 
 B-2：大幅な手直しが必要であり、再査読を経て改善が確認されれば掲

載可とする。再査読においてさらに改善のための修正を求めること

がある。 
   C ： 掲載不可とする。 
 
（必要があれば）編集委員会へのコメント・要望等 



掲載評価報告書ならびに記述報告書 
 

審査者名                   審査終了日      年   月   

日   

論文題名 
 

 A ： 学術的に優れており、掲載を可とする。 

 B-1： 小幅な手直しが必要であり、指摘した箇所が修正されれば、再査読を

経ずにそのまま掲載可とする。     

  B-2： 大幅な手直しが必要であり、再査読を経て改善が確認されれば掲載可

とする。再査読においてさらに改善のための修正を求めることがある。 

掲載評価 
 
いずれかに

○印をつけ

てください 

 C ： 掲載不可とする。 



 コメント 
（記述に当たっては、「何ページの何行目のどの部分については、こういう理由で、このようにしてはどうか。」

等できるだけ具体的にお願いします。また、C 評価の場合には、その理由を詳しく記述してくださるようお願い

します。） 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (編集委員会への特記意見) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



社会政策学会誌投稿受領から掲載までの流れ 
 
以下は、社会政策学会誌の各号編集の流れを示したものである。編集工程の運営は、編

集委員会の決定に基づき編集長が統括するものとする。編集手続きについて、著作権やプ

ライバシーの保護ならびに査読の匿名性の遵守という原則を踏まえつつ、迅速化・簡素化

を推進するため、編集委員会が決定した場合には、電子メールの手段をもって郵送ならび

に会議開催に代えることができる。 
 
１．編集の工程 
①投稿論文の受領 
②編集委員会の開催・審査を担当する査読専門委員の選任 
③査読の依頼 (編集長による) 
 ＜発送文書＞ 
 査読依頼文書、査読報告書一式（①項目別評価報告書・②記述報告書・ 
 ③掲載評価報告書）、査読指針 
 ＜査読の辞退の場合＞ 
 直ちに査読専門委員を選任し、依頼する。 
⑤査読報告書一式の受領 
⑥編集委員会の開催・査読結果の検討 
⑦投稿者への修正通知 
⑧修正原稿の提出 
⑨再査読 
⑩編集委員会の開催・最終決定 
 



 
 
 
 A+A A+B1 B1+B1 A+C  B1+C C+C A+B2  B1+B2

採  用 

第三査読 

修正原稿の提出 

投稿者へ修正通知 

＋A 

＋C 

修正後掲載可 修正後再査読 

再査読 

不採用 

＋

＋

編集委員会で修正の確

認・最終決定 
編集委員会で改善・修

正の確認・最終決定 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


